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【研究の目的】 
 わが国では母法であるドイツ法を対象とする比較法研究は積極的に行われてきたが、それを継受した
国家間のいわば横の関係での比較法研究は積極的に行われてこなかった。刑事法学が対処すべき共通の
現象のいくつかを対象とし、ドイツ法を継受したわが国、中国、韓国、台湾等の諸外国間の比較法研究
を行う。 
 
【研究活動及び成果】 
 2021年度は、前年度に引き続き、メンバー個人が各自の研究テーマに即した比較法研究を実施し、こ
れと平行して、メンバー個人の研究成果の一部を共同グループ全体で公表する機会として2021年3月に実
施を延期していたドイツ、わが国、台湾の法制度をトリラテラルに比較検討するコロキウム（「台湾・
ドイツ・日本における刑法総論の領域での最近の諸問題」）の開催を模索していた。しかし、依然とし
て新型コロナウイルス感染症が収束していないことから、わが国、ドイツ及び台湾の報告予定者並びに
上記コロキウムの助成を受ける予定であった他の機関と相談した結果、やむを得ず、上記コロキウムを
2023年度に実施する延長の決定をした。メンバー個人の各自の研究テーマに即した比較法研究の成果は
公表されているが、上記事情により、共同研究グループとしての成果は現れていない。 
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